
 参考資料１  
 

 

建築物の解体等現場における測定箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 敷地境界 

※同じ敷地内で除去作業と関係が 
無い者が通行していること等がある。 (ア)’施工区画境界 

(イ) セキュリティーゾーン入口 

(イ) 集じん・排気装置排気口前 

 
 
 

事務所 

：作業員 ：作業員以外 


